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〔
判
示
事
項
〕

一　

権
利
能
力
な
き
社
団
の
よ
う
に
、
一
定
の
構
成
員
か
ら
構
成
さ

れ
る
組
織
で
あ
っ
て
も
、
大
学
の
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
は
そ
の
主
要
な
構

成
員
が
大
学
生
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
消
費
者
と
の
関
係
で
情
報
の
質

及
び
量
並
び
に
交
渉
力
に
お
い
て
優
位
に
立
っ
て
い
る
と
は
評
価
で

き
ず
、
消
費
者
契
約
法
上
の
「
消
費
者
」
に
該
当
す
る
。

二　

宿
泊
施
設
の
予
約
の
取
消
料
に
つ
き
、
業
界
に
お
け
る
標
準
約

款
が
存
在
し
な
い
等
に
よ
り
、
他
に
基
準
と
な
る
も
の
が
見
当
た
ら

な
い
と
き
に
は
、
消
費
者
契
約
法
九
条
一
号
に
い
う
「
平
均
的
な
損

害
」
は
、
当
該
解
除
の
事
由
、
時
期
に
従
い
、
当
該
事
業
者
に
生
ず

べ
き
損
害
の
内
容
、
損
害
回
避
の
可
能
性
に
照
ら
し
て
判
断
す
べ
き

も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　

消
費
者
契
約
法
二
条
一
項
、
九
条
一
号

〔
事
実
の
概
要
〕

　

Ｘ
（
第
一
審
原
告
・
控
訴
人
）
は
大
学
の
ラ
グ
ビ
ー
ク
ラ
ブ
チ
ー

ム
で
あ
り
、
権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
。
Ｙ
（
原
審
被
告
・
被
控

訴
人
）
は
、
ホ
テ
ル
甲
（
以
下
「
本
件
宿
泊
先
」
と
す
る
。）
を
経

営
し
て
い
る
。
Ｘ
の
旅
行
担
当
幹
事
で
あ
っ
た
Ａ
は
、
遅
く
と
も
平

成
二
一
年
五
月
八
日
ま
で
に
原
審
被
告
株
式
会
社
Ｂ
と
の
間
で
、
以

下
の
旅
行
条
件
に
よ
る
手
配
旅
行
契
約
（
以
下
「
本
件
手
配
旅
行
契

約
」
と
い
う
。）
を
締
結
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
本
件
宿
泊
先
に
お

判
例
研
究大

学
の
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
が
消
費
者
契
約
法
上
の
「
消
費
者
」
に

該
当
し
、宿
泊
予
約
の
取
消
料
の
一
部
が
同
法
九
条
一
号
の「
平

均
的
な
損
害
」
を
超
え
る
と
さ
れ
て
無
効
と
な
っ
た
事
例

〔
商
法　

五
四
一
〕

（
東
京
地
裁
平
成
二
三
年
一
一
月
一
七
日
判
決

東
京
地
裁
平
二
三
レ
第
二
六
号　

不
当
利
得
返
還
請
求
控
訴
事
件
（
変
更
・
確
定
）

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
八
〇
号
二
三
五
頁
、
判
例
時
報
二
一
五
〇
号
四
九
頁

）
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け
る
宿
泊
日
程
が
、
平
成
二
一
年
八
月
七
日
か
ら
同
月
一
二
日
ま
で

の
五
泊
六
日
（
以
下
「
本
件
宿
泊
期
間
」
と
い
う
。）、
宿
泊
人
員
が

五
〇
名
、
宿
泊
料
金
（
消
費
税
込
み
）
が
、
六
六
一
五
円
（
一
泊
三

食
）
×
宿
泊
延
べ
人
数
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
宿
泊
と
併
せ
て
利
用
施

設
と
し
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
一
面
、
使
用
期
間
が
同
月
七
日
午
後
か
ら
同

月
一
二
日
午
前
（
の
ち
に
一
一
日
ま
で
に
変
更
）、
使
用
料
金
（
消

費
税
込
み
）
半
日
一
万
五
〇
〇
円
、
一
日
二
万
一
〇
〇
〇
円
（
の
ち

に
一
万
五
〇
〇
〇
円
に
変
更
）
を
手
配
し
た
。
支
払
方
法
は
、
申
込

金
額
一
万
円
、
予
約
金
額
二
〇
万
円
の
合
計
額
に
て
宿
泊
ク
ー
ポ
ン

を
発
行
し
、
こ
れ
を
宿
泊
料
金
に
充
当
し
て
、
残
金
は
現
地
に
て
支

払
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

Ｂ
は
、
五
月
八
日
、
Ｙ
に
対
し
、
上
記
旅
行
条
件
等
が
記
載
さ
れ

た
予
約
申
込
確
認
書
（
以
下
「
本
件
予
約
申
込
確
認
書
」
と
い
う
。）

を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
は
、
六
月
一
一
日
、
Ｂ
に
対
し
、
上
記
グ

ラ
ウ
ン
ド
使
用
料
金
の
「
一
日
二
万
一
〇
〇
〇
円
」
の
記
載
を
「
一

日
一
万
五
〇
〇
〇
円
」
と
訂
正
の
上
、「
確
認
サ
イ
ン
欄
」
に
署
名

し
て
、
本
件
予
約
申
込
確
認
書
を
返
送
し
た
。

　

Ｘ
は
、
遅
く
と
も
七
月
三
〇
日
ま
で
に
、
Ｂ
に
対
し
て
上
記
申
込

金
及
び
予
約
金
を
支
払
い
、
本
件
宿
泊
先
の
宿
泊
ク
ー
ポ
ン
を
受
領

し
た
。

　

Ｂ
は
、
八
月
三
日
、
Ｙ
に
対
し
、
本
件
宿
泊
の
延
べ
人
数
は
二
〇

九
人
で
あ
り
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
使
用
期
間
は
同
月
七
日
午
後
か
ら
同
月

一
一
日
午
後
ま
で
で
あ
る
こ
と
を
連
絡
す
る
旨
記
載
し
た
書
面
（
以

下
「
宿
泊
人
数
等
記
載
書
面
」
と
い
う
。）
を
送
付
し
た
。

　

Ａ
は
、
同
月
五
日
夜
、
宿
泊
を
予
定
し
て
い
た
Ｘ
の
部
員
の
一
部

が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
た
旨
の
連
絡
を
受
け
、
同
月
六

日
、
Ｂ
及
び
Ｙ
に
対
し
、
宿
泊
を
取
り
や
め
る
旨
伝
え
た
と
こ
ろ
、

Ｙ
は
、
Ａ
に
対
し
、
宿
泊
延
べ
人
数
二
〇
九
人
の
宿
泊
料
金
合
計
一

三
八
万
二
五
三
五
円
の
七
割
に
相
当
す
る
九
六
万
七
七
七
四
円
を
取

消
料
と
し
て
支
払
う
よ
う
求
め
た
。

　

Ａ
は
、
同
月
二
一
日
、
Ｙ
に
対
し
、
取
消
料
と
し
て
九
六
万
七
七

七
四
円
を
支
払
っ
た
。

　

Ｘ
は
、
Ｙ
に
は
上
記
取
消
料
を
受
領
す
る
法
律
上
の
原
因
が
な
い

旨
主
張
し
て
、
Ｙ
に
対
し
不
当
利
得
に
基
づ
く
利
得
金
の
返
還
及
び

こ
れ
に
対
す
る
催
告
の
日
の
翌
日
以
降
の
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を

求
め
た
。
原
判
決
（
東
京
簡
裁
平
成
二
二
年
一
一
月
二
九
日
判
決
）

は
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
（
Ｂ
に
対
し
て
も
、
手
数
料
の
返
還
を

求
め
て
い
た
が
、
こ
れ
も
棄
却
さ
れ
た
。
な
お
、
Ｂ
に
対
し
て
は
控

訴
し
て
い
な
い
。）
た
め
、
Ｘ
は
控
訴
し
た
。

　　

本
件
に
お
け
る
争
点
は
三
点
で
あ
っ
た
。
第
一
（
以
下
、
争
点
１

と
す
る
。）
は
、
Ｘ
と
Ｙ
と
の
間
に
お
い
て
、
Ｘ
が
本
件
宿
泊
期
間
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の
前
日
に
宿
泊
を
取
り
消
し
た
場
合
、
Ｙ
に
対
し
、
宿
泊
料
金
全
額

に
相
当
す
る
取
消
料
を
支
払
う
旨
の
合
意
（
以
下
「
本
件
取
消
料
合

意
」
と
い
う
。）
が
成
立
し
て
い
た
か
否
か
、
第
二
に
（
以
下
、
争

点
２
と
す
る
。）、
本
件
取
消
料
合
意
に
お
け
る
取
消
料
発
生
の
要
件

を
満
た
す
か
否
か
、
第
三
に
（
以
下
、
争
点
３
と
す
る
。）、
本
件
取

消
料
合
意
は
、
消
費
者
契
約
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
に
よ
り

無
効
と
な
る
か
否
か
、
で
あ
る
。

　

争
点
１
に
つ
き
、
Ｘ
は
、
本
件
手
配
旅
行
契
約
締
結
時
に
Ｙ
及
び

Ｂ
よ
り
作
成
さ
れ
た
旅
行
引
受
書
（
以
下
「
本
件
旅
行
引
受
書
」
と

い
う
。）
に
は
、
取
消
料
が
発
生
す
る
条
件
及
び
取
消
料
の
額
が
明

確
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
上
、
Ｘ
は
、
Ｙ
が
取
消
料
の
額
等
を
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
知
る
余
地
も
な
か
っ
た

こ
と
、
Ｘ
は
Ｂ
と
の
間
で
本
件
手
配
旅
行
契
約
を
締
結
し
た
に
す
ぎ

ず
、
Ｙ
か
ら
は
取
消
料
に
つ
い
て
事
前
に
説
明
を
受
け
て
い
な
い
と

し
て
、
本
件
取
消
料
合
意
は
成
立
し
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。

　

争
点
２
に
つ
い
て
は
、
宿
泊
予
定
者
で
あ
る
Ｘ
の
部
員
の
一
部
が

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
上
、（
他

の
部
員
へ
の
）
感
染
を
拡
大
さ
せ
な
い
た
め
、
本
件
宿
泊
契
約
を
取

り
や
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
Ｘ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
で
は
な

い
上
、
当
時
厚
生
労
働
省
は
感
染
者
の
旅
行
自
粛
を
求
め
て
い
た
こ

と
か
ら
す
る
と
、
Ｘ
に
取
消
料
の
支
払
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
、

公
平
の
原
則
及
び
信
義
則
に
反
す
る
、
と
主
張
し
た
。

　

争
点
３
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
は
権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
り
、「
法

人
そ
の
他
の
団
体
」（
法
二
条
二
項
）
に
該
当
す
る
た
め
に
「
消
費

者
」
に
は
該
当
し
な
い
、
と
す
る
Ｙ
の
主
張
に
対
し
、
Ｘ
は
、（
Ｘ

は
）
学
生
が
ラ
グ
ビ
ー
活
動
を
す
る
た
め
に
結
成
し
た
団
体
で
あ
り
、

旅
行
業
者
と
契
約
を
締
結
す
る
機
会
は
合
宿
の
際
の
年
に
一
、
二
度

し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｙ
と
の
間
に
は
情
報
力
、
交
渉
力
に
差
が
あ

り
、
よ
っ
て
「
消
費
者
」（
法
二
条
一
項
）
に
あ
た
り
、
他
方
、
Ｙ

は
「
事
業
者
」（
法
二
条
二
項
）
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
と
Ｙ
と
の
間
の

契
約
は
、「
消
費
者
契
約
」（
法
二
条
三
項
）
に
該
当
す
る
と
主
張
し

た
。
ま
た
、
Ｘ
が
部
員
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
に
よ
り
宿
泊
を
取

り
や
め
た
の
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
事
情
で
あ
る
こ
と
、
Ｘ
の
宿

泊
取
り
や
め
に
よ
り
、
本
件
宿
泊
予
定
期
間
の
後
半
に
は
他
の
宿
泊

客
が
宿
泊
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
本
件
宿
泊
予
定
期
間
の

食
材
費
等
の
支
出
を
免
れ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
、
Ｙ
に
は
宿
泊
延

べ
人
数
全
員
分
の
宿
泊
料
金
相
当
額
の
損
害
は
生
じ
て
い
な
い
、
と

し
て
、
本
件
取
消
料
合
意
は
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
の
額
を
予
定
し
、

又
は
違
約
金
を
定
め
る
条
項
で
あ
る
が
、
Ｙ
に
生
ず
べ
き
平
均
的
な

損
害
を
超
え
る
取
消
料
を
定
め
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
法
九
条
一

号
に
よ
り
無
効
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。



86

法学研究 87 巻 1 号（2014：1）

〔
判　

旨
〕

　
（
争
点
１
に
つ
い
て
）　

　
「
…
…
Ｘ
は
、
Ｂ
を
介
し
て
Ｙ
に
対
し
て
宿
泊
の
予
約
を
申
し
込

み
、
宿
泊
料
金
の
一
部
を
支
払
っ
た
上
、
本
件
宿
泊
先
の
宿
泊
ク
ー

ポ
ン
を
受
領
し
て
お
り
、
Ｙ
と
し
て
も
、
Ｘ
の
宿
泊
を
承
諾
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
と
Ｙ
と
の
間
で
は
、
…
…
本
件
旅
行
引
受
書
、

本
件
予
約
申
込
確
認
書
及
び
宿
泊
人
数
等
記
載
書
面
に
記
載
さ
れ
た

内
容
で
の
宿
泊
契
約
の
予
約
（
以
下
「
本
件
予
約
」
と
い
う
。）
が

成
立
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

　
「
本
件
旅
行
引
受
書
に
は
、
表
面
の
『
ご
注
意
事
項
』
欄
に
は
、

『
条
件
は
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
必
ず
お
読
み
く
だ
さ

い
。』
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
裏
面
…
…
に
は
『（
１
）
契
約
成
立
の

後
、
お
客
様
の
お
申
出
が
あ
っ
た
場
合
や
そ
の
他
お
客
様
の
都
合
に

よ
り
、
旅
行
の
取
消
又
は
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
取
消
料
を
お
支

払
い
い
た
だ
き
ま
す
。（
２
）
取
消
料
の
額
は
、
手
配
先
の
宿
泊
施

設
・
利
用
施
設
及
び
運
輸
機
関
等
の
定
め
る
取
消
料
に
当
社
所
定
の

取
消
・
変
更
手
続
料
金
及
び
取
扱
料
金
を
加
え
た
額
と
し
ま
す
。』

（
以
下
「
本
件
取
消
料
条
項
」
と
い
う
。）
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
…
…
Ｘ
と
Ｙ
と
の
間
で
、
…
…
本
件
予
約
が
成
立
し
た

こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
件
取
消
料
条
項
は
、
本
件
予
約
の
内
容
に

な
っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」

　
「
Ｙ
は
、
宿
泊
前
日
に
本
件
宿
泊
先
の
予
約
を
取
り
消
し
た
場
合
、

宿
泊
料
金
の
一
〇
〇
％
に
相
当
す
る
取
消
料
が
発
生
す
る
旨
を
楽
天

ト
ラ
ベ
ル
及
び
自
己
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
て
お
り
、
こ
れ
が
、

本
件
取
消
料
条
項
に
お
け
る
『
手
配
先
の
宿
泊
施
設
…
…
の
定
め
る

取
消
料
』
で
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」

　
「
…
…
本
件
旅
行
引
受
書
に
は
本
件
取
消
料
条
項
が
明
確
に
記
載

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
と
し
て
は
、
Ｙ
が
何
ら
か
の
方
法

で
取
消
料
の
定
め
を
開
示
し
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
推
測
で
き
た
は

ず
で
あ
る
し
、
本
件
予
約
が
成
立
す
る
ま
で
に
Ｘ
が
上
記
各
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
見
る
こ
と
が
特
に
困
難
で
あ
っ
た
等
の
事
情
は
存
し
な
い
。

　

そ
う
す
る
と
、
Ｘ
と
Ｙ
と
の
間
で
は
、
…
…
宿
泊
料
金
の
一
〇

〇
％
に
相
当
す
る
取
消
料
を
支
払
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
た
も
の

と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

　
（
争
点
２
に
つ
い
て
）

　
「
…
…
本
件
取
消
料
条
項
に
は
、『
お
客
様
の
都
合
』
に
よ
り
旅
行

を
取
り
消
し
た
場
合
、
取
消
料
を
支
払
う
義
務
を
負
う
旨
記
載
さ
れ

て
い
る
。」

　
「
…
…
手
配
旅
行
契
約
に
関
す
る
標
準
旅
行
業
約
款
に
お
い
て
は
、

旅
行
者
が
手
配
旅
行
契
約
を
解
除
し
た
場
合
、
旅
行
者
の
帰
責
事
由

の
有
無
を
特
に
問
題
と
せ
ず
、
宿
泊
施
設
に
対
す
る
取
消
料
支
払
義

務
が
発
生
す
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
旅
行
業
法
二
条
五
項
、
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一
二
条
の
三
参
照
）
に
加
え
、
Ｙ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
も
、

取
消
時
期
以
外
に
は
取
消
料
に
関
す
る
要
件
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
に
照
ら
す
と
、『
お
客
様
の
都
合
』
と
は
、
旅
行
者
に
帰
責
事

由
が
あ
る
場
合
に
限
定
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、
宿
泊
施
設
側
の
事
情

や
天
災
地
変
等
に
よ
る
こ
と
な
く
、
旅
行
者
側
の
事
情
に
よ
っ
て
取

り
消
し
た
場
合
を
広
く
含
む
も
の
と
解
さ
れ
る
…
…
。」

　
「
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
Ｘ
が
本
件
予
約
を
取
り
消
し

た
八
月
六
日
時
点
で
、
宿
泊
予
定
者
で
あ
る
Ｘ
の
部
員
の
う
ち
少
な

く
と
も
四
名
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
て
い
た
こ
と
、

…
…
そ
の
後
、
…
…
発
症
す
る
部
員
が
更
に
増
加
す
る
お
そ
れ
が

あ
っ
た
こ
と
…
…
は
専
ら
Ｘ
側
の
事
情
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、
Ｘ

が
本
件
予
約
を
取
り
消
し
た
の
は
、
Ｘ
の
『
都
合
』
に
よ
る
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　
「
ま
た
、
Ｘ
は
、
…
…
Ｘ
に
取
消
料
の
支
払
義
務
を
負
わ
せ
る
の

は
公
平
の
原
則
及
び
信
義
則
に
反
す
る
等
と
主
張
す
る
が
、
…
…
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
感
染
者
等
に
つ
い
て
、
法
令
上
外
出
が
禁
止

さ
れ
て
い
た
等
の
事
情
は
存
し
な
い
…
…
こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ｘ
の

主
張
は
採
用
で
き
な
い
。」

　
（
争
点
３
に
つ
い
て
）

　

⑴　

Ｘ
︱
Ｙ
間
の
契
約
が
「
消
費
者
契
約
」
に
該
当
す
る
か

　
「
ま
ず
、
…
…
Ｙ
は
…
…
、『
事
業
者
』（
法
二
条
二
項
）
に
該
当

す
る
。」

　
「
次
に
、
権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
Ｘ
が
、『
消
費
者
』（
法
二

条
一
項
）
に
該
当
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。　

　

法
に
お
い
て
、『
法
人
そ
の
他
の
団
体
』
が
『
事
業
者
』
に
当
た

る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
法
人
そ
の
他
の
団
体
』
は
、
消
費
者
と

の
関
係
で
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉
力
に
お
い
て
優
位
に
立
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
法
一
条
参
照
）。
そ
う
す
る
と
、
権
利
能
力

な
き
社
団
の
よ
う
に
、
一
定
の
構
成
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
組
織
で

あ
っ
て
も
、
消
費
者
と
の
関
係
で
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉
力

に
お
い
て
優
位
に
立
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

『
消
費
者
』
に
該
当
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

　
「
…
…
、
Ｘ
は
大
学
の
ラ
グ
ビ
ー
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
で
あ
り
、
そ
の

主
要
な
構
成
員
は
大
学
生
で
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
現
に
、
Ｘ
の

担
当
者
で
あ
っ
た
Ａ
は
、
本
件
手
配
旅
行
契
約
締
結
当
時
大
学
生
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ｘ
は
、
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉

力
に
お
い
て
優
位
に
立
っ
て
い
る
と
は
評
価
で
き
ず
、『
消
費
者
』

（
法
二
条
一
項
）
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」

　
「
以
上
よ
り
、
本
件
予
約
は
…
…
、『
消
費
者
契
約
』（
法
二
条
三

項
）
に
該
当
す
る
。」

　

⑵　

本
件
取
消
料
合
意
が
「
平
均
的
な
損
害
」
を
超
え
る
取
消
料

を
定
め
た
も
の
か
否
か
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「
ア　

本
件
取
消
料
合
意
は
、
Ｘ
が
約
定
解
除
権
の
行
使
に
よ
り

本
件
予
約
を
解
除
し
た
場
合
に
取
消
料
が
発
生
す
る
旨
定
め
る
も
の

で
あ
り
、『
契
約
の
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
の
額
を
予
定
し
、
又
は

違
約
金
を
定
め
る
条
項
』
と
い
え
る
か
ら
、『
平
均
的
な
損
害
』
の

額
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
無
効
と
な
る
（
法
九
条
一
号
）。

　

こ
の
『
平
均
的
な
損
害
』
と
は
、
同
一
事
業
者
が
締
結
す
る
同
種

契
約
事
案
に
つ
い
て
類
型
的
に
考
察
し
た
場
合
に
算
定
さ
れ
る
平
均

的
な
損
害
額
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
当
該
解
除
の
事
由
、
時
期
に

従
い
、
当
該
事
業
者
に
生
ず
べ
き
損
害
の
内
容
、
損
害
回
避
の
可
能

性
等
に
照
ら
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、『
平
均
的
な
損
害
』
及
び
こ
れ
を
超
え
る
部
分
に
つ
い

て
は
、
事
実
上
の
推
定
が
働
く
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
基
本
的
に

は
、
…
…
無
効
で
あ
る
と
主
張
す
る
消
費
者
に
お
い
て
主
張
立
証
責

任
を
負
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
最
高
裁
平
成
一
八
年
一
一
月

二
七
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
六
〇
巻
九
号
三
四
三
七
頁
）。

　

イ　

ま
ず
、
解
除
の
事
由
に
つ
い
て
み
る
と
、
…
…
部
員
が
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
患
し
た
こ
と
に
よ
り
本
件
予
約
を
取
り
消
し

た
こ
と
…
…
が
Ｙ
に
生
ず
べ
き
『
平
均
的
な
損
害
』
の
額
に
影
響
を

与
え
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
Ｘ
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。

　

ウ　

次
に
、
Ｙ
に
生
ず
べ
き
損
害
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ア　

宿
泊
料
金

　

…
…
Ｘ
は
、
本
件
予
約
に
よ
り
、
…
…
一
三
八
万
二
五
三
五
円
を

支
払
う
こ
と
と
な
る
予
定
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
上
記
宿
泊
料
金
の
う
ち
一
三
％
は
、
Ｘ
が
、
本
件
手
配

旅
行
契
約
に
基
づ
き
Ｂ
に
対
し
て
支
払
義
務
を
負
う
報
酬
（
取
扱
料

金
）
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
が
得
ら
れ
る
利
益
は
、
上
記
宿
泊
料
金
の
八

七
％
に
相
当
す
る
金
額
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
す
る
と
、
Ｙ
は
、
…
…
一
二
〇
万
二
八
〇
五
円
の
損
害

を
被
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

イ　

グ
ラ
ウ
ン
ド
使
用
料
金

　

…
…
Ｙ
は
、
…
…
グ
ラ
ウ
ン
ド
使
用
料
金
で
あ
る
八
月
七
日
半
日

分
一
万
五
〇
〇
円
及
び
同
月
八
日
か
ら
一
一
日
ま
で
の
各
一
日
一
万

五
〇
〇
〇
円
の
計
七
万
五
〇
〇
円
相
当
の
損
害
を
被
っ
た
こ
と
に
な

る
。

　

ウ　

…
…
略
…
…

　

エ　

以
上
の
と
お
り
、
本
件
予
約
の
取
消
し
に
よ
る
Ｙ
の
損
害
は
、

…
…
計
一
二
七
万
三
三
〇
五
円
と
な
る
。

　

エ　

他
方
、
Ｙ
が
本
件
予
約
の
取
消
し
に
よ
る
損
害
を
回
避
す
る

可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ア　

他
の
宿
泊
客
に
よ
る
本
件
宿
泊
期
間
の
宿
泊
の
可
能
性
に
つ

い
て

　

Ｙ
は
、
…
…
八
月
六
日
に
本
件
予
約
を
取
り
消
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
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そ
の
頃
本
件
宿
泊
先
は
連
泊
で
の
合
宿
が
連
日
予
定
さ
れ
て
お
り
、

…
…
現
に
Ｘ
に
よ
る
取
消
後
に
本
件
宿
泊
期
間
に
は
他
の
宿
泊
客
が

宿
泊
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
Ｘ
が
本
件
予
約
を
取
り
消
し
た

時
点
に
お
い
て
は
、
本
件
宿
泊
期
間
に
他
の
客
が
宿
泊
す
る
可
能
性

は
存
在
し
な
い
か
、
仮
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
極
め
て
乏
し
か
っ

た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
…
…
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
つ
い
て
も
、
…
…
使
用
料
金
分
の

損
害
が
生
じ
る
こ
と
を
回
避
で
き
る
よ
う
な
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

イ　

食
材
費
に
つ
い
て

　

…
…
一
般
的
な
宿
泊
施
設
に
お
い
て
は
、
食
材
は
使
用
す
る
前
日

に
購
入
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｙ
に
お
い
て
も
、
本
件
予
約
が
取
り
消

さ
れ
た
時
点
で
…
…
初
日
の
食
材
を
仕
入
れ
て
い
た
た
め
に
こ
れ
を

廃
棄
し
た
こ
と
、
…
…
二
日
目
以
降
の
食
材
費
は
仕
入
れ
を
取
り
消

し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
支
出
を
免
れ
た
こ
と
、
及
び
Ｘ
の
よ
う
な
学

生
に
よ
る
合
宿
の
場
合
、
食
材
費
は
宿
泊
料
金
の
三
割
程
度
を
占
め

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
Ｙ
が
、
本
件
予
約
の
取
消
し
に
よ
り
支
出
を
免
れ

る
こ
と
が
で
き
た
食
材
費
は
、
宿
泊
料
金
六
六
一
五
円
×
本
件
宿
泊

期
間
二
日
目
以
降
の
宿
泊
延
べ
人
数
一
六
七
人
×
〇
・
三
＝
三
三
万

一
四
一
一
円
と
な
る
。

　

ウ　

光
熱
費
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
費
用
及
び
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
費
用
に

つ
い
て

　

Ｙ
は
、
本
件
予
約
の
取
消
し
に
よ
り
、
…
…
光
熱
費
、
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
費
用
及
び
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
費
用
の
支
出
を
免
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
争
わ
な
い
と
こ
ろ
、
Ｙ
の
平
成
二
一
年
分
所
得
税
青
色
申
告
決
算

書
記
載
の
水
道
光
熱
費
、
衛
生
費
及
び
消
耗
品
費
が
そ
れ
ぞ
れ
上
記

各
費
用
に
対
応
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
上
記
『
水
道
光
熱
費
』
等
は
、
Ｙ
の
平
成
二
一
年
の
売

上
げ
全
額
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
予
約
の
取
消
し
に

よ
り
Ｙ
が
支
出
を
免
れ
た
金
額
は
、
上
記
『
水
道
光
熱
費
』
等
の
合

計
金
額
×
本
件
宿
泊
料
金
÷
上
記
決
算
書
記
載
の
年
間
売
上
金
額
の

方
法
に
よ
り
計
算
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　

上
記
方
法
に
よ
り
計
算
す
る
と
、（
水
道
光
熱
費
八
二
万
五
四
七

八
円
＋
衛
生
費
二
四
万
八
九
五
〇
円
＋
消
耗
品
費
一
五
万
二
八
九
一

円
）
×
本
件
宿
泊
料
金
一
三
八
万
二
五
三
五
円
÷
年
間
売
上
金
額
一

一
七
七
万
九
三
八
三
円
＝
一
四
万
四
〇
四
九
円
が
、
Ｙ
が
…
…
支
出

を
免
れ
た
金
額
と
な
る
。

　

エ
オ　

…
…
略
…
…

　

オ　

小
括

　

ア　

以
上
の
と
お
り
、
Ｙ
は
、
本
件
予
約
の
取
消
し
に
よ
り
、
宿

泊
料
金
一
二
〇
万
二
八
〇
五
円
＋
グ
ラ
ウ
ン
ド
使
用
料
金
七
万
五
〇

〇
円

−

（
食
材
費
三
三
万
一
四
一
一
円
＋
光
熱
費
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
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費
用
及
び
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
費
用
計
一
四
万
四
〇
四
九
円
）
＝
七
九
万

七
八
四
五
円
の
損
害
を
免
れ
得
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
本
件
の
よ
う
な
手
配
旅
行
契
約
に
基
づ
く
宿
泊
施
設
の

予
約
の
取
消
料
に
つ
い
て
は
、
企
画
旅
行
契
約
に
お
け
る
標
準
旅
行

業
約
款
（
旅
行
業
法
二
条
四
項
、
一
二
条
の
三
参
照
）
の
よ
う
に
、

業
界
に
お
け
る
標
準
約
款
が
存
在
せ
ず
…
…
、
ま
た
、
Ｙ
と
同
地
域

に
存
す
る
他
の
宿
泊
施
設
に
お
い
て
は
、
宿
泊
前
日
の
取
消
料
に
つ

い
て
、
宿
泊
料
金
の
二
〇
％
か
ら
一
〇
〇
％
ま
で
と
宿
泊
施
設
ご
と

に
大
き
く
異
な
る
金
額
を
定
め
て
お
り
、
他
に
基
準
と
な
る
べ
き
も

の
が
見
当
た
ら
な
い
以
上
、
上
記
損
害
額
が
、
本
件
予
約
の
取
消
し

に
よ
り
Ｙ
に
生
ず
べ
き
『
平
均
的
な
損
害
』
に
当
た
る
も
の
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
…
…
。

　

イ　

そ
の
た
め
、
本
件
取
消
料
合
意
の
う
ち
、
七
九
万
七
八
四
五

円
を
超
え
る
取
消
料
の
額
を
定
め
る
部
分
は
、
法
九
条
一
号
に
よ
り

無
効
と
な
る
。

　

ウ　

ま
た
、
Ｙ
が
受
領
し
た
九
六
万
七
七
七
四
円
の
う
ち
、
九
万

六
七
七
七
円
は
、
Ｘ
が
本
件
手
配
旅
行
契
約
に
基
づ
き
Ｂ
に
対
し
て

支
払
義
務
を
負
う
報
酬
（
取
扱
料
金
）
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、

Ｙ
の
利
得
の
う
ち
同
額
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
法
律
上
の
原

因
が
認
め
ら
れ
る
。

　

エ　

そ
う
す
る
と
、
Ｙ
が
受
領
し
た
九
六
万
七
七
七
四
円
か
ら
、

有
効
な
取
消
料
の
額
七
九
万
七
八
四
五
円
及
び
Ｂ
に
対
す
る
報
酬

（
取
扱
料
金
）
九
万
六
七
七
七
円
を
控
除
し
た
残
額
の
七
万
三
一
五

二
円
に
つ
い
て
は
、
Ｙ
の
利
得
に
つ
い
て
法
律
上
の
原
因
が
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
り
、
不
当
利
得
の
返
還
を
求
め
る
Ｘ
の
主
張
は
上
記

の
限
度
で
理
由
が
あ
る
。」

〔
研　

究
〕
結
論
に
賛
成
。
一
部
判
旨
に
疑
問
あ
り
。

一　

現
代
社
会
に
お
い
て
一
般
市
民
が
生
活
を
営
む
に
あ
た
っ
て
は
、

必
要
な
商
品
や
役
務
の
提
供
を
受
け
る
べ
く
、
そ
れ
を
業
と
し
て
提

供
す
る
者
（
事
業
者
）
と
の
間
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
事
業
者
と
の
相
対
的
な
力
関
係
（
情
報
力
や
交
渉
力
の
格

差
）
に
よ
り
、
と
き
に
著
し
く
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
民
法
に
代
わ
り
、
消
費
者
契
約
法
（
以
下

「
法
」
と
す
る
と
き
は
、
同
法
を
指
す
。）
が
適
用
さ
れ
る
。

　

消
費
者
契
約
法
で
は
、「
消
費
者
保
護
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ

の
適
用
対
象
と
な
る
消
費
者
契
約
を
、「
消
費
者
」
と
「
事
業
者
」

と
い
う
行
為
主
体
を
定
義
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
す
る
が
、
こ

れ
ま
で
そ
の
当
事
者
が
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
、
殊
に
事
業
者
の
契
約

の
相
手
方
が
消
費
者
に
属
す
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
従
来
の
裁
判
例
で
は
、
個
人
商
人
や
法
人
に
つ
き
、
後
述
す
る

よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
事
業
者
性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
が
見
受
け
ら
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れ
た
（
詳
し
く
は
宮
下
修
一
「
消
費
者
契
約
法
に
お
け
る
『
消
費

者
』
性
の
判
断
基
準
」
み
ん
け
ん
（
民
事
研
修
）
六
六
八
号
二
頁
以

下
（
二
〇
一
二
年
）
参
照
）
が
、
本
件
判
決
は
、
問
題
と
な
っ
た
当

事
者
が
学
生
の
運
動
ク
ラ
ブ
と
い
う
「
そ
の
他
団
体
」（
権
利
能
力

な
き
社
団
）
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
「
消
費
者
」
に
該
当
し
、
消

費
者
契
約
法
の
適
用
が
あ
る
と
判
じ
た
、
類
例
の
少
な
い
判
決
で
あ

る
。
ま
た
、「
平
均
的
な
損
害
」
の
意
義
及
び
そ
の
具
体
的
な
算
定

方
法
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
点
に
お
い
て
、
実
務
的
に
も
参
考

と
な
る
事
例
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
件
事
例
で
は
争
点
が
三
点
あ
る
が
、
本
評
釈
で
は
争
点

３
に
つ
い
て
の
検
討
を
中
心
と
し
て
論
じ
、
争
点
１
、
２
は
ご
く
簡

単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。

二　

消
費
者
契
約
法
に
お
い
て
、「
消
費
者
」、「
事
業
者
」
と
い
う

概
念
を
画
す
る
の
が
「
事
業
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。「
事
業
」
と

は
、
一
定
の
目
的
を
も
っ
て
反
復
継
続
的
に
遂
行
さ
れ
る
同
種
の
行

為
の
反
復
継
続
的
遂
行
を
指
し
、
営
利
の
要
素
は
必
要
と
さ
れ
ず
、

営
利
の
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
（
消
費
者

庁
企
画
課
編
『
逐
条
解
説　

消
費
者
契
約
法
（
第
２
版
）』（
商
事
法

務
・
二
〇
一
〇
年
）
七
九
頁
）。
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
う
行
為
の

「
反
復
継
続
性
」
が
、「
情
報
・
交
渉
力
の
格
差
」
を
認
め
る
根
拠
と

な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

消
費
者
の
要
件
と
し
て
は
、「
個
人
」
で
あ
り
、「
事
業
と
し
て
又

は
事
業
の
た
め
に
契
約
の
当
事
者
と
な
ら
な
い
こ
と
」
で
あ
る
（
落

合
誠
一
『
消
費
者
契
約
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
一
年
）
五
三
頁
）。

　

一
方
、「
事
業
者
」
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
、
及
び
個
人
が
事
業

と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
契
約
の
当
事
者
と
な
る
場
合
で
あ
る
。

「
法
人
」
は
、
営
利
、
非
営
利
を
問
わ
ず
、
市
町
村
等
の
公
法
人
や

特
殊
法
人
、
労
働
組
合
や
一
般
社
団
・
財
団
法
人
、
会
社
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、

宗
教
法
人
、
労
働
組
合
も
広
く
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
ま

た
、「
そ
の
他
団
体
」
と
は
、
民
法
上
の
組
合
を
は
じ
め
法
人
格
を

持
た
な
い
団
体
を
指
し
、「
権
利
能
力
な
き
社
団
・
財
団
」
や
各
種

の
親
善
、
社
交
等
を
目
的
と
す
る
団
体
等
も
含
ま
れ
る
（
消
費
者
庁

企
画
課
編
・
前
掲
『
逐
条
解
説
』
八
二
頁
以
下
）。
も
っ
と
も
、
ど

の
程
度
組
織
化
さ
れ
れ
ば
「
団
体
」
す
な
わ
ち
「
事
業
者
」
と
評
価

さ
れ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
実
関
係
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
さ
れ
、
た
と
え
ば
事
務
所
も
職
員
も
な
く
、
毎
年
持
ち

回
り
で
交
代
す
る
一
人
の
幹
事
し
か
い
な
い
よ
う
な
卒
業
ク
ラ
ス
同

窓
会
が
旅
行
業
者
と
ツ
ア
ー
旅
行
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
な
場
合
な

ど
は
、
そ
の
同
窓
会
は
「
そ
の
他
団
体
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
考
え

ら
れ
る
（
落
合
・
前
掲
五
五
頁
以
下
）。

　

さ
ら
に
は
、
主
体
が
個
人
で
あ
っ
て
も
、「
事
業
と
し
て
又
は
事

業
の
た
め
に
契
約
の
当
事
者
と
な
る
場
合
」
に
は
、
事
業
者
と
な
り
、
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こ
れ
に
は
営
利
目
的
の
個
人
事
業
者
を
は
じ
め
、
営
利
目
的
の
な
い

医
師
・
弁
護
士
等
も
含
む
と
さ
れ
る
（
落
合
・
前
掲
五
六
頁
）。
個

人
事
業
者
が
事
業
と
し
て
で
も
な
く
、
又
は
事
業
の
た
め
で
も
な
く

行
為
を
行
っ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
消
費
者
と
し
て
扱
う
が
、
そ
の

区
別
は
個
々
の
具
体
的
契
約
に
即
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま

ず
契
約
締
結
の
段
階
で
、
該
当
事
項
が
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
客
観
的
、
外
形
的
基
準
が
あ
る
か
ど
う

か
で
判
断
し
、
そ
れ
で
判
断
が
つ
き
か
ね
る
と
き
に
は
、
物
理
的
、

実
質
的
基
準
に
従
い
、
該
当
事
項
が
主
と
し
て
（
た
と
え
ば
半
分
以

上
）
事
業
目
的
の
達
成
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

で
判
断
す
る
、
と
さ
れ
る
（
消
費
者
庁
企
画
課
編
・
前
掲
『
逐
条
解

説
』
八
〇
頁
以
下
）。
さ
ら
に
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
単
に
外
形
的
、

形
式
的
判
断
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
事
者
や
取
引
の
状
況
（
例
と
し
て
、

事
業
の
内
容
、
商
品
・
役
務
の
用
途
（
事
業
用
で
あ
る
か
否
か
）、

事
業
へ
の
商
品
の
利
用
状
況
と
必
要
性
、
事
業
の
規
模
・
収
入
、
事

業
者
名
で
の
契
約
か
否
か
、
商
品
・
役
務
に
か
か
る
費
用
を
経
費
と

し
て
計
上
し
て
い
る
か
否
か
等
）
を
踏
ま
え
て
個
別
具
体
的
に
判
断

さ
れ
て
い
る
（
宮
下
・
前
掲
一
一
頁
）。

　

整
理
す
る
と
、
個
人
に
つ
い
て
は
当
該
行
為
と
事
業
と
の
関
連
性

を
個
別
具
体
的
に
検
討
し
、
事
業
者
と
し
て
扱
う
か
判
断
す
る
の
に

対
し
、「
法
人
そ
の
他
団
体
」
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
事
業
の

実
体
が
あ
れ
ば
基
本
的
に
事
業
者
と
す
る
。「
法
人
そ
の
他
の
団
体
」

が
事
業
者
と
さ
れ
る
の
は
、「
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
」

か
ど
う
か
を
問
わ
ず
「
事
業
者
」
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ

も
「
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
」
組
織
さ
れ
た
存
在
で
あ
る

か
ら
（
落
合
・
前
掲
五
五
頁
）、
と
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
た
と
え
ば
東
京
地
判
平
成
二
二
年
一
一
月
九
日

ウ
ェ
ス
ト
ロ
ー
ジ
ャ
パ
ン2010W

LJPCA
11098002

は
、
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
が
電
力
会
社
と
の
間
で
締
結
し
た
電
気
供
給
契

約
が
消
費
者
契
約
法
の
適
用
を
う
け
る
か
、
す
な
わ
ち
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
組
合
が
消
費
者
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で

あ
る
が
、
管
理
組
合
側
は
、
管
理
組
合
は
個
人
で
は
な
い
が
、
マ
ン

シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
を
守
る
た
め
に
存
在
す
る
団
体
で
あ
り
、
そ

の
理
事
は
区
分
所
有
者
個
人
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
消

費
者
契
約
法
の
適
用
又
は
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
る
、
と
主
張
し
た

も
の
の
、
判
決
で
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
は
小
規
模
な
も
の
で

あ
っ
て
も
「
消
費
者
」
に
は
当
た
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
。

　

一
方
で
、「
法
人
そ
の
他
団
体
」
に
対
す
る
、
こ
の
よ
う
な
画
一

的
な
事
業
者
性
認
定
の
態
度
に
は
異
論
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
消
費

者
契
約
法
制
定
の
根
本
的
理
由
が
、
事
業
者
に
対
し
て
消
費
者
に
経

験
・
知
識
等
が
な
け
れ
ば
と
て
も
契
約
上
実
質
的
な
平
等
を
確
保
で

き
な
い
こ
と
か
ら
、「
情
報
・
交
渉
力
」（
さ
ら
に
は
判
断
力
）
の
格
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差
に
着
目
し
て
、
ま
た
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
「
事
業
者
」、「
消

費
者
」
概
念
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
た
と
え

ば
、
現
代
契
約
法
制
研
究
会
の
中
間
整
理
に
お
い
て
は
、「
事
業
性
」

概
念
に
つ
い
て
、
消
費
者
を
定
義
す
る
際
の
事
業
性
概
念
と
事
業
者

を
定
義
す
る
際
の
事
業
性
概
念
と
は
、
必
ず
し
も
一
致
す
る
必
要
は

な
く
、
消
費
者
契
約
法
の
適
用
範
囲
を
広
げ
る
観
点
か
ら
は
、
消
費

者
の
定
義
に
お
い
て
は
事
業
性
を
比
較
的
狭
く
考
え
、
事
業
者
の
定

義
に
お
い
て
は
、
事
業
性
を
比
較
的
広
く
考
え
る
べ
き
、
と
の
意
見

（
現
代
契
約
法
制
研
究
会
（
平
成
一
一
年
四
月
）「
消
費
者
契
約
法

（
仮
称
）
の
論
点
に
関
す
る
中
間
整
理
」『
消
費
者
契
約
法
︱
立
法
へ

の
課
題
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
四
号
二
七
九
頁
（
一
九
九
九
年
））
が

あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
「
法
人
そ
の
他
の
団
体
」
に
対
す
る
存
在

を
「
自
然
人
」
と
は
せ
ず
、
あ
え
て
「
個
人
」
と
し
た
の
は
、
個
人

と
同
視
で
き
る
小
会
社
等
の
場
合
に
は
、
同
法
の
類
推
適
用
の
余
地

を
残
す
趣
旨
が
あ
る
か
ら
、
と
も
言
わ
れ
（
齋
藤
雅
弘
「
消
費
者
契

約
法
の
適
用
範
囲
」
法
セ
ミ
五
四
九
号
一
八
頁
（
二
〇
〇
〇
年
））、

法
二
条
二
項
は
法
人
で
な
い
団
体
の
契
約
は
全
て
事
業
者
と
し
て
の

契
約
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、
同
項
が
扱
っ
て
い
る
の
は
、
法

人
で
な
い
団
体
が
消
費
者
と
契
約
す
る
場
面
で
事
業
者
と
扱
わ
れ
る

か
の
問
題
で
あ
り
、
法
人
で
な
い
団
体
が
事
業
者
と
契
約
す
る
場
面

に
消
費
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
は
同
項
の
問
題
で
な
い
と
す
れ
ば
、

消
費
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
余
地
あ
り
と
の
見
解
（
山
本
豊
「
消
費
者

契
約
法
⑴
」
法
教
二
四
一
号
八
四
頁
（
二
〇
〇
〇
年
））
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、「
法
人
そ
の
他
の
団
体
」
で
あ
っ
て
も
、

消
費
者
と
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
見
た
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
に
つ
い
て
も
、
営
利
企
業
と
比
べ
る
と
専
門
的

知
識
・
経
験
・
交
渉
力
の
点
で
弱
い
立
場
に
あ
る
が
、「
消
費
者
」

と
し
て
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
立
法
論
的
に
は
問
題
が
あ
る

と
い
う
指
摘
（
四
宮
和
夫
＝
能
見
善
久
『
民
法
総
則
第
八
版
』（
弘

文
堂
・
二
〇
一
〇
年
）
二
四
五
頁
）
も
あ
る
。
本
件
事
例
の
よ
う
な

団
体
に
お
い
て
も
そ
れ
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
点
、
本
件
で
も
、
情
報
・
交
渉
力
の
根
拠
た
る
「
反
復
継
続

性
」
に
つ
き
、
Ｘ
側
か
ら
は
合
宿
の
た
め
の
宿
泊
契
約
は
年
一
、
二

回
で
あ
り
、
反
復
継
続
性
が
な
い
（
か
ら
情
報
・
交
渉
力
に
つ
き
優

位
に
立
た
な
い
）
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
件
判
決
で
は

こ
の
よ
う
な
主
張
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
代
わ
り
、
本
件

判
決
で
は
、
学
生
の
ク
ラ
ブ
は
「
そ
の
他
団
体
」
で
あ
る
が
、
ク
ラ

ブ
の
構
成
員
が
二
〇
歳
前
後
の
学
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
（
消

費
者
と
の
関
係
で
）「
情
報
・
交
渉
力
」
に
お
い
て
優
位
に
立
っ
て

い
る
と
は
い
え
ず
、
よ
っ
て
Ｘ
は
消
費
者
に
当
た
る
と
し
て
い
る
が
、

「
そ
の
他
団
体
」
で
あ
り
な
が
ら
例
外
的
に
消
費
者
と
認
め
る
根
拠

と
し
て
は
、
本
件
判
旨
に
は
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
構
成
員
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の
若
さ
（
未
熟
さ
？
）
を
も
っ
て
「
情
報
・
交
渉
力
」
で
優
位
に
立

た
な
い
根
拠
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
仮
に
こ
の
ク
ラ
ブ
が

社
会
人
や
年
配
者
も
交
え
て
構
成
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
情
報
力
や

交
渉
力
で
優
位
に
立
ち
う
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
学
生
が
営

利
目
的
で
団
体
を
設
立
し
た
場
合
に
は
ど
う
な
る
の
か
と
問
う
な
ら

ば
、
果
た
し
て
本
件
判
決
の
理
由
付
け
が
妥
当
で
あ
る
の
か
、
疑
問

が
残
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
Ｘ
が
消
費
者
と
判
断
す
べ
き
徴
表
は
い
か
に
求
め
ら
れ
る

べ
き
か
。
こ
こ
で
別
の
視
点
と
し
て
、
事
業
者
は
社
会
か
ら
要
請
さ

れ
る
責
任
と
し
て
、
反
復
継
続
の
回
数
に
は
関
係
な
く
、
事
業
を
行

う
際
に
最
低
限
有
し
て
い
る
べ
き
と
さ
れ
る
イ
ン
フ
ラ
（
情
報
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
、
法
律
知
識
、
商
慣
習
）
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
要
請
さ

れ
る
（
消
費
者
庁
企
画
課
編
・
前
掲
『
逐
条
解
説
』
七
六
頁
以
下
）

が
、
当
該
団
体
が
行
っ
て
い
る
活
動
の
内
容
・
実
態
か
ら
し
て
、
当

該
団
体
に
そ
の
よ
う
な
責
任
を
要
請
し
う
る
か
、
と
い
っ
た
視
点
か

ら
も
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
営
利

性
を
伴
う
団
体
は
小
な
り
と
い
え
ど
も
各
種
契
約
を
行
う
に
当
た
っ

て
は
、
右
の
「
イ
ン
フ
ラ
」、
す
な
わ
ち
事
業
に
必
要
な
知
識
・
経

験
・
情
報
が
あ
る
こ
と
が
一
般
に
期
待
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
準
ず
る

と
す
れ
ば
、
非
営
利
の
団
体
で
も
、
当
該
団
体
の
行
っ
て
い
る
行
為

が
、
も
っ
ぱ
ら
構
成
員
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
広
く
第
三
者
に
向
け

て
な
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
右
と
同
様
の
期
待
が

な
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
非
営
利
団
体
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
集
め
て
被
災
地
に
送
り
出
す
よ
う
な
場
合
（
そ
の
際
に
バ

ス
会
社
や
ホ
テ
ル
等
と
結
ぶ
運
送
契
約
や
宿
泊
契
約
）
等
に
は
、
事

業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に

対
し
、
も
っ
ぱ
ら
団
体
の
構
成
員
の
親
睦
目
的
の
た
め
、
い
わ
ば
個

人
的
生
活
の
た
め
に
団
体
が
何
ら
か
の
行
為
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、

右
の
よ
う
な
期
待
は
で
き
ず
、
消
費
者
た
る
個
々
の
構
成
員
の
取
引

の
延
長
線
上
に
あ
る
と
評
価
し
う
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
本
件
判
決
に

言
う
「
構
成
員
が
学
生
」
と
い
う
理
由
付
け
は
、
構
成
員
の
経
験
値

が
低
い
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
団
体
に
は
上
記
「
イ
ン
フ

ラ
」
の
具
備
を
要
求
し
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

か
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
言

え
よ
う
。
ま
ず
、
も
し
当
該
当
事
者
が
団
体
と
し
て
の
組
織
性
が
な

く
、
反
復
継
続
的
な
活
動
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

「
そ
の
他
団
体
」
と
は
言
え
ず
、
よ
っ
て
事
業
者
と
は
な
ら
な
い
。

仮
に
団
体
と
し
て
の
組
織
性
な
り
継
続
的
な
活
動
実
態
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
た
だ
、
活
動
内
容
が
第
三
者
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
、

も
っ
ぱ
ら
構
成
員
の
親
睦
目
的
等
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
の
性
質

か
ら
、
事
業
者
と
し
て
「
イ
ン
フ
ラ
」
＝
「
知
識
・
経
験
・
情
報
」
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を
有
し
て
い
る
こ
と
が
社
会
的
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と
ま
で
は
言
え

ず
、
消
費
者
と
評
価
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
本
件
判
決
は
た
ま
た
ま

そ
の
構
成
員
が
大
学
生
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
構
成
員
の
属
性

に
基
づ
き
当
該
団
体
を
消
費
者
で
あ
る
と
認
定
し
た
事
例
で
あ
る
が
、

果
た
し
て
今
後
の
裁
判
例
も
か
よ
う
な
基
準
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ

る
か
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三　

次
に
本
判
決
は
、
本
件
契
約
を
消
費
者
契
約
と
し
た
う
え
で
、

あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
取
消
料
が
法
九
条
一
号
に
て
ら
し
、

「
平
均
的
な
損
害
」
を
超
え
て
い
る
と
し
て
、
一
部
無
効
を
認
め
て

い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
「
平
均
的
な
損
害
」
と
は
、「
同
一
事
業
者
が
締
結
す
る
多
数
の
同

種
契
約
事
案
に
つ
い
て
類
型
的
に
考
察
し
た
場
合
に
算
定
さ
れ
る
平

均
的
な
損
害
の
額
と
い
う
趣
旨
」
で
あ
り
、「
具
体
的
に
は
、
解
除

の
事
由
、
時
期
等
に
よ
り
同
一
の
区
分
に
分
類
さ
れ
る
複
数
の
同
種

の
契
約
の
解
除
に
伴
い
、
当
該
事
業
者
に
生
じ
る
損
害
の
額
の
平
均

値
を
意
味
」
し
、
ま
た
、「
こ
の
『
平
均
的
な
損
害
』
は
、
当
該
消

費
者
契
約
の
当
事
者
た
る
個
々
の
事
業
者
に
生
じ
る
損
害
の
額
に
つ

い
て
、
契
約
の
類
型
ご
と
に
合
理
的
な
算
出
根
拠
に
基
づ
き
算
定
さ

れ
た
平
均
値
で
あ
り
、
当
該
業
種
に
お
け
る
業
界
の
水
準
を
指
す
も

の
で
は
な
い
。」
と
さ
れ
る
（
消
費
者
庁
企
画
課
編
・
前
掲
『
逐
条

解
説
』
二
〇
九
頁
）。
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
東
京
地
判
平
成
一
四

年
三
月
二
五
日
金
判
一
一
五
二
号
三
六
頁
（
以
下
、「
①
判
決
」
と

す
る
。）
ほ
か
多
く
の
裁
判
例
に
お
い
て
お
お
む
ね
右
と
同
様
に
解

し
て
い
る
と
さ
れ
（
梅
村
悠
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
三
五
二
号
一
四
七

頁
（
二
〇
〇
八
年
））、
本
件
判
決
も
ま
た
こ
れ
に
沿
っ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　

学
説
上
、
法
九
条
一
号
の
規
定
を
い
か
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

大
き
く
分
け
て
民
法
の
規
定
を
前
提
と
す
る
立
場
と
、
割
賦
販
売
法

や
特
定
商
取
引
法
な
ど
既
存
の
消
費
者
保
護
法
の
法
理
の
系
譜
に
属

す
る
も
の
と
解
す
る
立
場
と
の
間
で
争
い
が
あ
る
（
谷
本
圭
子
「
本

件
判
批
」
現
代
消
費
者
法
一
九
号
七
八
頁
以
下
、
特
に
八
〇
頁
（
二

〇
一
三
年
）。
学
説
の
状
況
に
つ
き
、
丸
山
恵
美
子
「
判
批
」
別

ジ
ュ
リ
『
消
費
者
法
判
例
百
選
』
九
八
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
大
澤

彩
「
消
費
者
契
約
法
に
お
け
る
不
当
条
項
リ
ス
ト
の
現
状
と
課
題
」

Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五
八
号
四
三
頁
以
下
（
二
〇
一
一
年
）
参
照
）。
前
者
は
、

民
四
一
六
条
に
よ
れ
ば
事
業
者
の
請
求
で
き
る
損
害
は
実
損
害
で
あ

り
、
さ
ら
に
民
四
二
〇
条
で
は
事
業
者
が
損
害
賠
償
額
を
予
定
で
き

る
が
、
そ
の
予
定
額
は
、
本
来
認
め
ら
れ
る
損
害
額
に
近
い
も
の
が

要
請
さ
れ
る
。
そ
こ
で
消
費
者
契
約
法
が
選
ん
だ
定
型
的
な
基
準
が

「
平
均
的
な
損
害
の
額
」
で
あ
り
、
法
九
条
一
号
の
規
定
は
、
民
四

一
六
条
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
定
型
化
し
た
基
準
を
消
費
者
契

約
に
関
し
て
強
行
法
規
化
し
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
、
と
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す
る
（
山
本
敬
三
「
消
費
者
契
約
法
の
意
義
と
民
法
の
課
題
」
民
商

一
二
三
巻
四
・
五
号
七
二
頁
（
二
〇
〇
一
年
））。
ほ
か
に
は
、
役
務

提
供
型
契
約
に
お
い
て
履
行
利
益
か
ら
控
除
す
べ
き
額
に
つ
き
、
中

途
解
約
ま
で
の
事
業
者
の
履
行
準
備
作
業
の
程
度
と
、
解
除
後
の
事

業
者
の
通
常
の
営
業
努
力
に
よ
っ
て
他
の
契
約
を
獲
得
す
る
可
能
性

な
い
し
、
材
料
等
の
転
売
・
転
用
可
能
性
（
損
害
回
避
可
能
性
）
を

（
解
約
の
時
期
に
応
じ
て
）
類
型
的
に
検
討
し
て
、
損
害
額
の
算
定

を
す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
（
池
本
誠
司
「
パ
ー
テ
ィ
ー
予
約

の
解
除
と
損
害
賠
償
特
約
の
効
力
〜
消
費
者
取
引
不
当
条
項
検
討
委

員
会
か
ら
④
〜
」
国
民
生
活
研
究
四
三
巻
二
号
五
五
頁
以
下
（
二
〇

〇
三
年
））
も
あ
る
。

　

後
者
の
立
場
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
、
契
約
の
履
行
前
の
段
階
に

お
い
て
は
、
解
除
に
伴
う
損
害
額
は
原
状
回
復
賠
償
に
限
定
さ
れ
、

原
則
と
し
て
契
約
の
締
結
及
び
履
行
の
た
め
に
通
常
要
す
る
平
均
的

な
費
用
（
必
要
経
費
）
の
額
が
「
平
均
的
な
損
害
」
と
な
る
。
そ
の

う
え
で
例
外
的
に
、
契
約
の
目
的
に
代
替
性
が
な
い
た
め
、
当
該
契

約
の
締
結
に
よ
り
他
と
契
約
を
締
結
す
る
機
会
を
失
っ
た
こ
と
に
よ

る
営
業
上
の
逸
失
利
益
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
機
会
の

喪
失
に
よ
る
損
害
も
「
平
均
的
な
損
害
」
に
含
め
る
。
そ
し
て
、
営

業
上
の
逸
失
利
益
の
喪
失
の
平
均
値
の
算
定
に
は
、
現
実
に
締
結
し

た
契
約
か
ら
得
べ
か
り
し
営
業
上
の
利
益
（
履
行
利
益
）
の
額
を
指

標
と
し
て
用
い
、
さ
ら
に
損
害
を
回
避
又
は
軽
減
す
る
可
能
性
を
考

慮
に
加
え
つ
つ
、
相
当
な
損
害
額
を
認
定
す
る
、
と
い
う
見
解
（
森

田
宏
樹
「
消
費
者
契
約
の
解
除
に
伴
う
『
平
均
的
な
損
害
』
の
意
義

に
つ
い
て
」
潮
見
佳
男
＝
山
本
敬
三
＝
森
田
宏
樹
編
『
特
別
法
と
民

法
法
理
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）
一
四
一
頁
）
が
あ
る
（
他
に

は
、
特
別
法
上
の
規
制
原
理
を
考
慮
し
、
消
費
者
契
約
法
九
条
一
号

を
民
法
の
一
般
原
則
を
修
正
す
る
消
費
者
契
約
の
解
消
に
関
す
る

ル
ー
ル
と
し
て
位
置
付
け
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
（
千

葉
恵
美
子
「
損
害
賠
償
額
の
予
定
・
違
約
金
条
項
を
め
ぐ
る
特
別
法

上
の
規
制
と
民
法
法
理
」
円
谷
峻
＝
松
尾
弘
編
『
山
田
卓
生
先
生
古

稀
記
念　

損
害
賠
償
法
の
軌
跡
と
展
望
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇

八
年
）
四
三
〇
頁
）
も
あ
る
。）。

　

裁
判
例
で
は
、
パ
ー
テ
ィ
ー
予
約
の
解
約
の
事
例
で
あ
る
、
前
述

の
①
判
決
や
、
携
帯
電
話
通
信
契
約
で
あ
る
大
阪
高
判
平
成
二
五
年

三
月
二
九
日
ウ
ェ
ス
ト
ロ
ー
ジ
ャ
パ
ン2013W

LJPCA
03296002

、

大
阪
高
判
平
成
二
五
年
七
月
一
一
日
ウ
ェ
ス
ト
ロ
ー
ジ
ャ
パ
ン

2013W
LJPCA

07116001

が
、
前
者
の
立
場
を
と
る
。
こ
れ
に
対

し
、
中
古
車
販
売
契
約
の
解
除
に
か
か
る
事
例
（
大
阪
地
判
平
成
一

四
年
七
月
一
九
日
金
判
一
一
六
二
号
三
二
頁
。
以
下
、「
②
判
決
」

と
す
る
。）
で
は
、
得
べ
か
り
し
利
益
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
そ
の

他
、「
平
均
的
な
損
害
」
に
つ
い
て
履
行
利
益
を
考
慮
し
な
い
も
の
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と
し
て
は
、
継
続
的
契
約
の
中
途
解
約
の
事
例
で
あ
る
が
、
弁
護
士

の
委
任
契
約
の
解
任
に
か
か
る
事
例
で
あ
る
横
浜
地
判
平
成
二
一
年

七
月
一
〇
日
判
時
二
〇
七
四
号
九
七
頁
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
供
給
契
約
の

解
除
が
問
題
と
な
っ
た
東
京
高
判
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
七
日
金
判

一
三
一
三
号
四
二
頁
（
谷
本
・
前
掲
八
〇
頁
の
注
⒆
）
や
、
会
員
制

冠
婚
葬
祭
業
者
と
の
契
約
に
お
い
て
、
中
途
解
約
に
よ
る
解
約
返
戻

金
を
制
限
す
る
条
項
が
問
題
と
な
っ
た
大
阪
高
判
平
成
二
五
年
一
月

二
五
日
判
時
二
一
八
七
号
三
〇
頁
等
が
あ
る
。

　

算
定
の
方
法
で
あ
る
が
、
前
記
①
判
決
や
、
結
婚
式
場
利
用
契
約

の
解
約
に
伴
う
取
消
料
が
問
題
と
な
っ
た
東
京
地
判
平
成
一
七
年
九

月
九
日
判
時
一
九
四
八
号
九
六
頁
で
は
、
請
負
契
約
に
お
け
る
損
害

賠
償
の
範
囲
に
関
す
る
考
え
方
（
打
田
畯
一
＝
生
熊
長
幸
『
新
版
注

釈
民
法
⒃
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
九
年
）
一
七
七
頁
参
照
）
に
よ
り
、

履
行
利
益
か
ら
「
再
受
注
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
」
及
び
「
解
約

に
よ
っ
て
支
出
を
免
れ
た
費
用
」
を
差
し
引
い
て
導
か
れ
る
金
額
を

平
均
的
損
害
と
解
し
て
い
る
（
梅
村
・
前
掲
一
四
七
頁
）。
本
件
判

決
も
、
Ｙ
が
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
宿
泊
料
か
ら
、
支
出
を
免
れ
た
水

道
光
熱
費
や
食
材
費
等
を
差
し
引
い
て
損
害
額
を
算
出
し
て
い
る
。

「
再
受
注
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
」
す
な
わ
ち
、
代
わ
り
と
な
る

契
約
を
締
結
し
、
損
害
を
回
避
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
解
除
か

ら
履
行
予
定
日
ま
で
時
間
が
あ
る
ほ
ど
、
一
般
的
に
そ
の
可
能
性
は

高
く
な
る
。
も
っ
と
も
、
事
業
の
内
容
に
よ
り
、
解
除
か
ら
履
行
予

定
日
ま
で
の
期
間
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
代
わ
り
と
な
る
契
約
締
結

の
可
能
性
は
変
わ
る
。
た
と
え
ば
結
婚
式
場
の
場
合
は
、
そ
の
予
約

は
か
な
り
前
か
ら
な
さ
れ
、
直
前
で
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
て
も
代
わ
り

と
な
る
予
約
は
な
か
な
か
入
る
こ
と
は
な
い
（
森
田
・
前
掲
一
三
六

頁
）
の
に
対
し
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
場
合
は
、
比
較
的
「
飛
び
入
り
の

予
約
」
が
期
待
し
や
す
い
と
い
っ
た
違
い
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
解
除
の
時
期
は
、
平
均
的
損
害
の
額
の
算
定
に
大
き
く
影
響
す
る
。

　

本
件
の
場
合
、
履
行
予
定
日
の
直
前
に
キ
ャ
ン
セ
ル
が
な
さ
れ
た

こ
と
、
大
人
数
の
宿
泊
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
と
り
わ
け
大
学
の

ラ
グ
ビ
ー
部
の
合
宿
は
特
定
の
時
期
に
集
中
し
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
等
設

備
が
整
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
予
約

は
か
な
り
前
か
ら
な
さ
れ
、「
飛
び
入
り
の
予
約
」
と
い
う
の
が
ほ

と
ん
ど
期
待
で
き
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
判
決
に
見
る
算
定
は
妥

当
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
本
件
判
決
は
、
算
定
に
つ
き
履
行
利
益
を

基
礎
と
し
て
い
る
点
で
、
先
に
み
た
前
者
の
立
場
に
よ
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
（
同
旨
、
谷
本
・
前
掲
八
一
頁
）
が
、
後
者
の
立
場
に

よ
っ
て
も
、
本
件
は
い
わ
ゆ
る
「
例
外
的
な
場
合
」
に
当
た
り
、

「
営
業
上
の
逸
失
利
益
」
も
「
平
均
的
な
損
害
」
に
含
め
て
算
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
も
解
し
う
る
。

　

一
方
、「
解
除
の
事
由
」
が
法
九
条
一
号
の
条
文
中
に
入
れ
ら
れ
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た
の
は
、
立
案
時
に
外
国
語
教
室
（
消
費
者
の
転
居
、
疾
病
、
事
故

等
）
の
事
例
に
引
き
ず
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
（
山
本
豊

「
判
批
」
判
タ
一
一
一
四
号
七
五
頁
（
二
〇
〇
三
年
））、
こ
れ
に
よ

り
事
業
者
に
生
ず
べ
き
損
害
の
額
が
異
な
る
こ
と
は
一
般
的
に
は
考

え
難
い
（
消
費
者
庁
企
画
課
編
・
前
掲
『
逐
条
解
説
』
二
〇
九
頁
）。

本
件
事
例
に
お
け
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
よ
る
キ
ャ
ン
セ
ル
は
「
や

む
を
得
な
い
事
由
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
考
慮
す
べ
き
と
の
意
見
（
谷

本
・
前
掲
八
一
頁
）
も
あ
る
が
、
本
件
に
つ
い
て
は
消
費
者
側
の
都

合
に
よ
る
解
除
で
あ
り
、
本
件
判
決
の
ご
と
く
、
こ
れ
を
考
慮
す
る

必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
も
し
法
九
条
一
号
が
消
費
者
の
債

務
不
履
行
の
事
態
だ
け
で
な
く
、
民
法
理
論
に
よ
れ
ば
事
業
者
側
に

全
く
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
し
な
い
消
費
者
の
解
除
の
事
態
に
対

し
て
お
か
れ
て
い
る
損
害
賠
償
額
の
予
定
条
項
を
も
、
規
制
の
対
象

と
す
る
趣
旨
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
適
切
に
処
理
す
る
に
は
、
平

均
的
な
損
害
の
解
釈
に
お
い
て
「
解
除
の
事
由
」
も
考
慮
せ
ざ
る
を

得
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
（
丸
山
・
前
掲
九
八
頁
）
も
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
事
態
は
本
来
法
一
〇
条
に
よ
っ
て
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
よ
う
か
（
山
本
豊
・
前
掲
「
判
批
」
七
七
頁
。
な
お
、
丸

山
・
前
掲
九
八
頁
も
同
旨
か
。）。

　
「
平
均
的
な
損
害
」
の
算
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
当

該
事
業
者
に
生
じ
る
平
均
的
損
害
で
あ
り
、
当
該
業
種
に
お
け
る
業

界
の
水
準
で
は
な
い
が
、
当
該
業
種
に
お
い
て
業
界
団
体
の
作
成
に

係
る
標
準
約
款
が
あ
り
、
契
約
解
除
に
伴
う
損
害
賠
償
額
に
つ
い
て

一
定
の
合
理
的
な
規
律
が
な
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
標
準
約
款

に
準
拠
し
た
販
売
業
者
が
行
う
消
費
者
契
約
で
あ
る
か
否
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
業
種
全
体
に
お
い
て
一
様
に
販
売
価
格
の
水
準
が
形

成
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
販
売
価
格
は
、
当
該

業
界
に
お
け
る
標
準
約
款
に
お
け
る
規
律
が
考
慮
さ
れ
た
う
え
で
決

定
さ
れ
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

よ
う
な
場
合
の
「
平
均
的
な
損
害
」
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
標
準

約
款
に
従
っ
た
損
害
額
を
考
慮
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
の
見
解

（
森
田
宏
樹
「
消
費
者
契
約
の
解
除
に
伴
う
『
平
均
的
な
損
害
』
と

標
準
約
款
」
国
民
生
活
研
究
四
三
巻
一
号
五
四
頁
（
二
〇
〇
三
年
））

も
あ
る
が
、
本
件
の
よ
う
に
業
界
の
約
款
も
な
い
場
合
に
は
、
個
別

事
例
に
お
け
る
具
体
的
な
損
害
額
か
ら
「
平
均
的
な
損
害
」
の
算
定

基
準
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。
本
件
判
旨
で
は
標
準
約
款
の
不
存
在
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
逆
に
、
も
し
標
準
約
款
が
存
す

る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
従
っ
た
損
害
額
を
考
慮
す
る
と
の
趣
旨
に
も
読

め
る
（
谷
本
・
前
掲
八
一
頁
）。

　

平
均
的
な
損
害
の
立
証
責
任
に
つ
い
て
は
、
下
級
審
の
裁
判
例
で

は
、
損
害
の
把
握
・
立
証
は
、
消
費
者
側
に
は
困
難
で
あ
り
、
消
費

者
契
約
法
の
目
的
が
消
費
者
保
護
に
あ
る
こ
と
か
ら
立
証
責
任
は
事
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業
者
側
に
あ
り
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
（
前
記
②
判
決
、
さ
い
た

ま
地
判
平
成
一
五
年
三
月
二
六
日
金
判
一
一
七
九
号
五
八
頁
）、
判

旨
中
に
も
あ
っ
た
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
一
八
年
一
一
月
二
七
日

民
集
六
〇
巻
九
号
三
四
三
七
頁
）
を
は
じ
め
本
件
判
決
、
東
京
地
判

平
成
一
六
年
七
月
二
九
日
ウ
ェ
ス
ト
ロ
ー
ジ
ャ
パ
ン

2004W
LJPCA

07290005

で
は
消
費
者
側
に
あ
る
と
す
る
。
法
律

要
件
分
類
説
に
従
う
な
ら
ば
、
本
件
判
旨
は
妥
当
と
い
え
よ
う
。
な

お
、
消
費
者
側
の
立
証
の
負
担
を
軽
減
す
る
に
は
、
事
実
上
の
推
定

を
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
対
処
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
消

費
者
が
業
界
標
準
約
款
又
は
多
く
の
同
種
事
業
者
の
約
款
が
相
手
方

の
契
約
条
項
よ
り
も
低
額
の
違
約
金
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
証
明
す

れ
ば
、
そ
の
額
が
当
該
事
業
者
の
平
均
的
損
害
額
と
推
定
さ
れ
、
事

業
者
側
で
反
証
を
挙
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
山
本
豊
・
前
掲
「
判

批
」
七
六
頁
、
落
合
・
前
掲
一
四
〇
頁
）。

四　

最
後
に
争
点
３
以
外
の
争
点
に
つ
い
て
も
付
言
し
て
お
く
。
争

点
１
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
Ｘ
は
Ｂ
と
の
間
で
契
約
を
締
結
し
て
い

る
が
、
本
件
で
は
宿
泊
施
設
で
あ
る
Ｙ
と
Ｘ
と
の
間
で
直
接
、
宿
泊

予
約
の
成
立
が
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｂ
に
よ
る
手
配
は
代

理
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
（
大
沼
友
紀
恵
「
判
批
」
現

代
消
費
者
法
一
九
号
八
八
頁
（
二
〇
一
三
年
））。
確
か
に
や
や
不
親

切
な
感
は
あ
る
が
、
交
付
さ
れ
た
引
受
書
面
に
手
配
先
の
具
体
的
な

取
消
条
件
及
び
取
消
料
の
額
が
書
い
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
社

会
通
念
上
、
宿
泊
を
予
約
し
た
場
合
に
お
い
て
、
後
で
取
消
し
を
し

た
と
き
に
は
キ
ャ
ン
セ
ル
料
を
徴
収
さ
れ
る
と
い
う
認
識
は
あ
る
で

あ
ろ
う
し
、
直
接
問
い
合
わ
せ
る
な
り
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
す
る

な
ど
し
て
容
易
に
確
認
し
う
る
以
上
、
取
消
料
に
関
す
る
合
意
が

あ
っ
た
も
の
と
認
め
て
も
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

争
点
２
に
つ
い
て
も
、
判
旨
に
あ
る
よ
う
に
天
災
地
変
等
の
ご
と

き
も
の
で
あ
る
な
ら
と
も
か
く
、
部
員
自
ら
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

罹
患
し
た
こ
と
に
よ
る
キ
ャ
ン
セ
ル
は
も
っ
ぱ
ら
「
Ｘ
の
自
己
都

合
」
で
あ
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
以
上
、
本
件
契
約
の
解
除
が
取

消
料
発
生
の
原
因
と
さ
れ
る
の
も
や
む
を
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

〔
付
記
〕

本
件
判
決
の
評
釈
に
つ
い
て
は
、
谷
本
圭
子
・
現
代
消
費
者
法
一
九

号
七
三
頁
（
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

堀
井　

智
明　


